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世羅町社会福祉協議会
権利擁護センターほっと

っとほっとほ
ともに地域で安心して生活するために

権利擁護センター
けん　  り　 よう　  ご

あなたの心配ごと・困りごとの相談に応じて
サービス・制度をご紹介します

成年後見制度・「かけはし」に
ついて知りたい

通帳などが
よく無くなってしまう

何かあっても
近くに頼れる人がいない

介護保険などの
手続きがよく分からない

お金のやりくりが
分からなくなってきた

社会福祉法人　世羅町社会福祉協議会
【本所】〒722-1121 広島県世羅郡世羅町西上原426-3　☎（0847）22-3162  FAX（0847）22-0752
　　　　ホームページ：http://serashakyo.com　E-mail：serara@dear.ne.jp
【支所】〒722-1701 広島県世羅郡世羅町小国3393　　 ☎（0847）37-1335  FAX（0847）37-7058

世羅町社会福祉協議会
　地域福祉活動計画に基づいて住民の
みなさまとともに地域福祉活動事業を
推進しています。
公的なサービスや制度だけでは補いき
れない、日常生活の中に生じるさまざ
まな福祉課題などに対して、住民同士
で支えあい、誰もが安心して暮らせる
「ともに生きる福祉のまちづくり」を
目指しています。

〒722-1121
広島県世羅郡世羅町西上原426-3
0847-22-3162
0847-22-0752

権利擁護センター 

ご自分のこと、
ご家族やご近所の人の心配ごとや困りごとなど、ぜひご相談ください！
一人で悩まないで一緒に解決方法を考えましょう！

世羅町社会福祉協議会

世羅町

介護保険サービス
事業所

世羅町包括支援
センター

障害福祉サービス
事業所

家庭裁判所・弁護士
司法書士・行政書士等

民生委員・児童委員

権利擁護センターほっと

月曜日～金曜日
9:00～17:00
（祝日・年末年始を除く）

住所

電話
FAX

相談受付時間
要予約

ほっと



心配いらん！

　認知機能の低下、知的障害、精神障害などにより、自分で判断することが
難しい方や、思いを伝えたり権利を護ることが難しい方たちのために、自己
決定をお手伝いして代わりにご本人の思いを伝え、権利を護ります！住みな
れた地域で安心して自分らしく暮らすことができるように支援を行います。

まも

まも

●あなたの思いや希望をゆっくり聞かせてください。
●あなたの不安や困りごとが少しでも減るように一緒に考え
ましょう。
●利用できるサービス・制度を紹介します。
●あなたの相談相手、手伝ってくれる人を見つけましょう！

どうしようと悩んだら
まず相談しませんか？

　成年後見制度では家庭裁判所の審判に基づいて、成年後見人等が本人の支援を
行います。財産(お金や不動産等)の管理や生活・医療・介護などに関する契約や
手続きを本人の意思決定を支援しながら行います。金融機関等の手続きのために
本制度を必要とされる方が増えているため、本制度の普及啓発に取り組みます。

　世羅町社協では家庭裁判所の審判に基づき、成年後見人等として支援を行ってい
ます。

●成年後見制度の利用に関する相談
●福祉サービスの利用の手伝いに関する相談
●実務相談(親族後見人等)

　福祉サービス利用援助事業「かけはし」では、金銭管理や福祉サービス等を利
用するお手伝いをいたします。無くなりがちな通帳・印鑑をお預かりして生活費
をお届けしたり、お金のやりくりを一緒に考えます。郵便物等一緒に確認して必
要な手続きを代わりにすることができます。

　権利擁護を必要とされる方が世羅町でもスムーズに支援を受けられるように関
係機関等と定期的な会議を開催し、情報交換を行います。

一人暮らしになって、
子どもも近くにおらんし、
入院にでもなったら
誰に手続きとか
頼んだらいいか分らん…

最近、物を
よく忘れて
不安じゃのう。
でも、誰に
相談すれば
ええんか分からん。

おばあさん、
ああ言うけど
訪問販売とかで
いろいろ買っているみたい。
高齢だし、だまされていないか
心配だわ。

大事なものが
すぐ無くなる…

権利擁護センター ほっと

そういうときのための権利擁護！
けん   り　よう   ご

権利擁護センターほっとのしごとこんなことありませんか？

権利擁護連携会議の開催

法人後見事業

福祉サービス利用援助事業「かけはし」

成年後見制度の普及・啓発

無料相談

お気軽に
ご相談
ください！

月曜日～金曜日　
9:00～17:00（祝日・年末年始を除く）

契約等の支援
金銭管理 入院等の手続き

要予約
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